
 

学校給食用物資納入業者登録制度に関するＱ＆Ａ 

 

質問 回答 

１ 任意団体の登録はどうなりますか。 任意団体の登録はありません。 

今回の登録制度では、個人又は法人での

登録となります。 

任意団体で、給食センターへの納入をお

考えの方は、任意団体の代表者が加入者を

取りまとめて個人で登録申請するか、また

は、任意団体に加入する個人が各々で申請

するかいずれかになります。 

２ 任意団体が代表者で登録する場合、加

入者は、申請書に記入する必要がありま

すか。 

代表者が加入者の物資をまとめて納入

し、かつ代表者に一括して代金を支払う場

合 

代表者のみの記入で構いません。 

代表者が加入者の物資をまとめて納入す

るが、加入者個別に代金を支払う場合 

加入者全員を 

「別紙１納入業者一覧」を記載。 

加入者が個別に物資を納入する場合 

加入者全員を 

「別紙１納入業者一覧」を記載。 

３ 任意団体の代表者が個人で登録します

が、納税証明書は、代表者の納税証明書

でよいですか。 

 代表者の納税証明書で結構です。 

ただし、任意団体が、税務署に納税申告

している場合は、当該団体の納税証明書で

構いません。 

４ 登録期間中に、任意団体の代表者が変

更となった場合、変更届でよいですか。 

 前代表者の廃止届（様式４）と新代表者

での新規申請（様式１）が必要となりま

す。 

ただし、任意団体の代表者は、個人とみ

なされますので、新規申請で随時受付期間

の登録にあたっては、申請書の受付の翌々

月の１日からとなりますのでご注意くださ

い。 

 

 

 

 



５ すしご飯等を納入しているが、分類は

どうなりますか。酢も登録する必要があ

りますか。 

 主食のご飯、パンは、取扱給食用物資

「別表１」の「１パン」、「２米飯」の登録

となります。 

ご飯に入れる副材料の登録は必要ありま

せん。 

６ 会社等の代表者が変更となった場合、

いつまでに変更届を提出すればよいです

か。 

 速やかに提出をお願いします。 

７ 現在、市学校給食会の納入伝票は、給

食センターへの控えが２枚でしたが、今

後は１枚でよいですか。 

 給食センターへの納品書は１枚で構いま

せん。納入業者の方でも控えの保管をお願

いします。 

８ 野菜ジュースは、どの分類になります

か。 

取扱給食用物資「別表１」の「３５デザ

ート類」に区分されます。 

９ 請求は納入した給食センターごとにな

りますか。 

 納入した給食センター（「別表２」参照）

に請求することとなります。 

10 口座への入金は市として一括して入金 

されますか。 

 市から納入業者が指定した口座に、請求

書ごとに入金されます。 

 例えば、３件の請求に対し、３件の振り

込みが当該口座の通帳に入金されます。 

11 通帳への記載はどのように記載されま

すか。 

 「市」＋「課」で記載されます。 

「シチユウオウガツコウキユウシヨクセン

ター」と記載され、その横に金額が記載さ

れます。 

 なお、金融機関の文字数制限の関係で文

字が途中までしか記載されないこともあり

ます。 

12 通帳への記載で給食センターが分かる

ようにするにはどうしらよいですか。 

 請求書にある「請求番号」に任意で設定

した番号を記入すれば区別ができます。 

例）請求番号に中央・谷山「１」と記入、 

「１シチユウオウガツコウキユウシヨクセ

ンター」 

吉田「２」と記入 

「２シチユウオウガツコウキユウシヨクセ

ンター」 

と記載されます。 

 

 

 

 



13 ８年度以降、どこが所管となり連絡が

きて、請求書はどこに提出すればよいで

すか。 

 これまで市学校給食会が所管していまし

たが、８年度以降は鹿児島市が所管となり

ます。 

給食センターは市の機関であり、登録し

た給食センター（別表第２）から見積や発

注等の連絡があります。 

請求につきましても納品した給食センタ

ーに請求書を提出することとなります。 

14 牛乳製造業者も登録の必要があります

か。 

 市として納入業者を把握するため、登録

をお願いします。 

 登録にあたっては、別表第１の「４牛

乳」と、給食センターに調理用牛乳を納入

するのであれば、「１３乳・乳製品類」の登

録となります。 

15 ナンやピタパン（冷凍・冷蔵）は、ど

の分類になりますか。 

取扱給食用物資「別表１」の「３６冷凍食

品・冷蔵食品」に区分されます。 

16 誓約書は、本社もしくは支店のどちら

を記載しますか。 

本社を記載してください。 

 

 


